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京都エコサービス株式会社 廃棄物処理施設の整備事業に係る 

手続の実施状況及び今後のスケジュールについて（第２類事業 ※ ）  
 
※・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項に規定するごみ処理施設の設置の事業 

 

 

令和８年４月 13日 配慮書案の提出（環境影響評価手続の開始） 

４月 17日 

・公告 

・縦覧開始（環境保全創造課窓口及び事業者ホームページ） 

・市民意見募集の開始 

５月 18日 
・縦覧終了 

・市民意見募集の終了（意見なし） 

（本日）５月 20日 京都市環境影響評価審査会の開催（諮問及び審議） 

６月中旬  京都市環境影響評価審査会の開催（審議及び答申） 

     （以降） 

 

・答申を基に市長意見を作成し、文書にて事業者へ送付 

・公告 

・縦覧開始（環境政策局環境企画部環境保全創造課） 

 事業者から配慮書の提出 

 

・公告 

・縦覧開始（環境保全創造課窓口及び事業者ホームページ） 

（環境影響評価手続の終了） 
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（参考）環境影響評価（計画段階環境配慮）の手続の流れ 

 

 

 

 

第１類事業者 第２類事業者 京 都 市 長 

計 画 発 案 相 談 

 
事業内容が固まる前に、環境影響が少ない事

業となるよう環境保全のため適正な環境配

慮を検討する。 

計画段階環境配慮 

配 慮 書 案 の 作 成 受 理 

↓ 

公 告 

窓口での縦覧 

意 見 募 集 

（提出） 

 

１
月
間 

１
月
間 

説明会の開催 

 
（送付）  

見 解 書 の 作 成 
（提出） 受 理 

３
月
間
以
内 

審査会の開催 

審査会の開催 

市長意見の形成 

市 長 意 見 

公 告 

↓ 

窓口での縦覧 

市 民 意 見 ・ 市 長 意 見 を 踏 ま え 

配 慮 書 案 の 必 要 箇 所 を 修 正 

（送付） 

配 慮 書 の 作 成 
（提出） 

受 理 

↓ 

公 告 

窓口での縦覧 
１
月
間 

インターネットを利用して配慮書を公開 

計 画 確 定 

事業の実施へ  

審査会の開催 

…
 


